
令和8年度　部の事業計画

部局名 農業委員会事務局 部局長名

部局の事業方針

優先順位 事　業　名 新規or継続 課　　名 総合計画の位置付け

1 農地転用等許認可業務（農地法第３条・４条・５条関係） 継続 農業委員会事務局 26.農業

2
地域計画（人・農地プランの実質化）作成に向けた取り
組み

継続 農業委員会事務局 26.農業

3 農地利用の最適化の推進 継続 農業委員会事務局 26.農業

4 農地中間管理機構との連携強化 継続 農業委員会事務局 26.農業

5 農業者年金業務 継続 農業委員会事務局 8.地域福祉

～部・局の使命、役割を達成するために何に重点をおいて事業を展開するのか～
〇農地の保全
農地の利用関係の調整を図り確実なデータ管理を行う。
担い手だけでなく地域に応じた農業従事者を幅広く捉え地域計画に盛り込んでいく。
〇遊休農地の発生防止
新たな遊休農地の発生を抑制するため、荒廃区分の細分化から担い手への農地集積を強化する。
市、農地中間管理機構、農協等と連携し、農家の情報から人と農地のマッチングを促進する。

山本　知巳

部・局の重点事業
～部・局の使命、役割を達成するために何に重点をおいて事業を展開するのか～


